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1  令和３年７月15日

行　政　区　名 可　燃 不　燃 資源ごみ

根木・関・南阿那志・北阿那志・小茂田
月・木

７月22日（木・祝） ８月 ５ 日（木）
下児玉・北十条・南十条・沼上・広木 ８月12日（木） ８月19日（木）
駒衣・木部・古郡・甘粕・中里・湯栃・野中

火・金
７月23日（金・祝） ８月 ６ 日（金）

小栗・猪俣・湯本・大仏・白石・円良田 ８月13日（金） ８月20日（金）
※有害ごみ（乾電池・ボタン電池・蛍光管・体温計）、使用済小型電子機器（25㎝×15㎝

以内）は役場、コミュニティセンターで収集しています。
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マイナンバーカードの申請を受け付けています！
　マイナンバーカードの申請は、郵送やインターネットなどのほか、住民保険課　
住民係の窓口において受け付けています。
　職員による証明写真の撮影サービスも行っていますので、ぜひ、ご利用ください。
※マイナンバーカードは即日交付できません。交付まで２か月程度かかります。
　利用の予定があるかたは、余裕をもって申請してください。
持ち物

Ａ書類（１点確認）
運転免許証・住基カード（写真有）・旅券・運転経歴証明書・身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者福祉手帳（写真有）・在留カード　など

Ｂ書類（２点確認）
保険証・介護保険証・年金手帳・医療費受給者証・児童扶養手当証・預貯金通帳・
社員証・学生証・住基カード（写真無）　など

サイズ（縦4.5cm×横3.5cm）
・最近６か月以内に撮影したもの
・正面、無帽、無背景のもの
・裏面に氏名、生年月日を記入
・白黒の写真でも可（加工は不可）

〇マイナンバーカードの申請は、次の暗証番号の設定が必要となるため、事前にご準備ください。
　①と②の電子証明書の発行は希望制です。不要の場合は、申請時に申し出ください。

〇本人確認書類は、次のＡ書類またはＢ書類の原本をお持ちください。
　住所の記載などが更新されていないと本人確認書類とみなされませんので、ご注意ください。

①署名用電子証明書 大文字英数字
６～ 16 文字

インターネットを利用した e-Tax などの電子申告や電子申
請に利用

② 利用者証明用電子証明書 数字４桁※ インターネットを閲覧する際や情報連携の際に利用者本人
であることを証明するために利用

③住民基本台帳用 数字４桁※ マイナンバーカードを使った転入手続きなど、住民票コー
ドが必要な時に利用

④券面事項入力補助用 数字４桁※ 個人番号や住所、氏名などをカードから読み出す際に利用

※
共
通
番
号
設
定
可
能

問合せ＝住民保険課　住民係　☎76-1366

〇マイナンバーカードの受取方法は次のとおりです。
【申請時来庁方式（役場の窓口で申請を行う場合）】
　郵便局から通知書が郵送されます。日時を指定して、本人限定郵便によりお受け取りください。
【交付時来庁方式（郵送やインターネットなどで申請を行う場合）】
　役場から通知書を郵送します。必ず予約をしてから申請者ご本人がご来庁ください。
※詳しくは、美里町のホームページをご覧ください。

ホームページ
QR コード

■通知カード ■マイナンバーカード申請書（再発行可能） ■本人確認書類

■証明写真（撮影サービスを利用せず、持参するかた） ■住民基本台帳カード（お持ちのかたのみ）

いいね

証明写真のチェックポイント

・顔が横向きのもの
・無背景でないもの
・正常時の顔貌と著しく異なるもの

・背景に影のあるもの
・ピンぼけや手振れにより不鮮明なもの
・帽子やサングラスをかけ人物特定できないもの

以下のような顔写真は使用できません
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がん検診（集団検診）の お知らせ

肺がん・結核検診
【日程など】

実施日 受付時間 定員 会場

８月２日㈪～６日㈮
午後０時30分～１時 30名（予約先着順）

保健センター
午後２時～２時30分 10名（予約先着順）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受診人数を制限しています。
※同日に実施する特定健診（国保・後期高齢者）を受診されるかたは予約不要です。
※広報みさとお知らせ版５月15日号の受付時間と異なりますので、ご注意ください。

【対 象 者】 40歳以上のかた
【検診内容】 問診、胸部エックス線検査および喀痰検査（該当者のみ）
【予約受付】 ７月30日㈮まで　※土日・祝日を除く
　　	 	 午前８時30分～午後5時15分
　　	 	 電話または保健センター窓口にて受付

【持 ち 物】 肺がん・結核検診受診券（４月に発送済）

【日 時】　８月２日㈪～６日㈮　午前９時～午後２時
【対 象 者】　40歳以上のかた
【検診内容】　問診、便潜血検査
【申 込 み】　 検査を希望するかたは、電話または保健センター窓口にお申し込みください。検査キット

を配布します。
※大腸がん検診のみのかたは、午前中に提出をお願いします。
※令和４年３月まで指定医療機関での個別検診も実施しています。
※同日に実施する特定健診（国保・後期高齢者）を受診されるかたは申し込み不要です。

受診する際の注意事項
・マスクの着用をお願いします。
・受診当日、来所前に体温を測定していただき、37.5℃以上の発熱や
風邪症状のある場合は受診をご遠慮ください。

申込み・問合せ＝保健センター　健康増進係　☎76-2855

大腸がん検診

37.5℃
マスク

37.5℃

検温

検診を受けるには、予約が必要です！

美里町商工会からのお知らせ

お盆キャンペーンを実施します！
８月６日㈮～８日（日・祝）

美里虹カード会各店舗でお得なキャンペーンを実施します。
詳細はお問い合わせください。 問合せ＝美里町商工会　☎76-0144

対象事業
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◇戸籍住民事務…�住民票（広域交付を除く）の交付、戸籍謄
本等の交付、印鑑登録、印鑑証明書の交付

※住所異動（転入・転出等）の手続きはできません。
※�交付申請の際に不正防止のため本人確認（免許証などの確認）

をさせていただきます。
◇税金等の納付…�個人町県民税、固定資産税、軽自動車税、

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医
療保険料、水道料金、集落排水使用料（納付
書持参）の納付

次回の延長窓口（戸籍住民事務、町の税金、水道料金の納付）

●日曜開庁日

７月25日（日）
午前８時30分～正午

●窓口業務延長日

８月12日（木）
午後７時15分まで延長

❖法律相談
と　き／８月３日㈫
　　　　午後１時～３時受付
ところ／役場１階　第３会議室
対　象／町内在住のかた
内　容／弁護士による法律相談
問合せ／総務税務課　総務係
　　　　☎76-1115

❖消費生活相談
とき・ところ／毎週月・水・木・金曜日	

▷本庄市役所
　　　　毎週火・金曜日	 	

▷上里町役場
受　付／午前９時30分～正午
　　　　午後１時～３時30分
問合せ／農林商工課　産業振興係
　　　　☎76-5133

❖さわやか相談（教育相談）
と　き／毎週月～金曜日（祝日を除く）
　　　　午前10時～午後３時
ところ／美里中学校（さわやか相談室）
対　象／町内在住の学生と保護者
相談方法／電話・手紙・来室
問合せ／美里中学校（さわやか相談室）
　　　　☎76-4415（直通）

❖公認心理師によるこころの相談
と　き／７月20日㈫・27日㈫・

29日㈭
　　　　８月12日㈭・18日㈬・

20日㈮・24日㈫・
26日㈭・31日㈫

事前予約／毎週月～金曜日
　　　　午前９時～午後５時
※相談は事前予約が必要です。
内　容／ 子どもの発達や育児、家

庭や人間関係などの悩み
ごと

相談方法／面談、学校・家庭訪問
問合せ／保健センター　健康増進係
　　　　☎76-2855

❖脳の元気度チェック＆相談会
と　き／毎週火曜日（祝日は除く）
　　　　午前９時30分～11時30分
　　　　（電話などで要事前予約）
ところ／保健センター
対　象／町内在住の認知症の心配

があるかた、またはご家族
内　容／簡単な認知症チェックと

生活上の相談など
問合せ／地域包括支援センター
　　　　☎76-1325

❖成年後見相談ダイヤル
と　き／毎週月～金曜日（祝日を除く）
　　　　午前９時～午後５時
対　象／美里町・本庄市・神川町・上

里町に在住のかた、もしくは
ご家族が在住しているかた

内　容／高齢者や障害者のお金、不
動産、相続、成年後見など

問合せ／成年後見相談ダイヤル
　　　　☎0120-235-833
※「後見ほっとライン」が名称変更しました。

❖生活の困りごと　まるっと相談
と　き／毎週月～金曜日（祝日を除く）
　　　　午前９時～午後５時
対　象／町内在住のかた
内　容／生活や就職、家族間の悩み、

困りごとなど
問合せ／美里町専用回線
　　　　☎080-3759-6756

対面相談
と　き／８月18日㈬・９月15日㈬
ところ／保健センター
受　付／午後１時～４時
※当日受付は可能ですが、予約優先です。
問合せ／福祉課　社会福祉係
　　　　☎76-5132

各種無料相談のお知らせ　秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。

金婚・ダイヤモンド婚を迎えるご夫婦の皆さんへ
町では、今年度、結婚50年・60年を迎えるご夫婦をお祝いし、記念品を贈呈します。

◆金婚（結婚50年）
　昭和46年４月１日から昭和47年３月31日までの間に婚姻の届出をされたご夫婦

◆ダイヤモンド婚（結婚60年）
　昭和36年４月１日から昭和37年３月31日までの間に婚姻の届出をされたご夫婦

問合せ＝福祉課　社会福祉係　☎76-5132

対象となるご夫婦は、８月10日㈫までに、ご連絡をお願いします。

※ご連絡をいただけない場合は、記念品を贈呈することができません。
　	当初の受付期限（６月25日）を８月10日㈫まで延長しています。
　対象となるかたは、必ずご連絡をお願いします。


